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  国土交通省から、令和７年６月２５日付「資本性借入金に係る経営事項審査の事務取
扱いについて」の通知が発出されました。愛知県知事許可の建設業者に係る経営事項審査
について、次のとおり改めますのでお知らせします。 

 

１．改正の適用年月日 

 令和７年７月１日申請受付分から適用します。今回の改正に伴い、「資本性借入金」該
当証明書の様式が追加されます。審査基準日を令和７年３月３１日以降とする単独決算に
よる申請かつ、令和７年７月１日以降に経営状況分析の申請を行う方が適用となります。 

 

２．審査基準の改正の内容 

・対象となる資本性借入金の要件について 

（※以下の要件を全て満たすものに限る。ただし、残存期間が５年未満となった「資本性
借入金」は、１年ごとに20％ずつ自己資本とみなす部分を逓減させる取扱いとする。） 
 

（１）償還期間が５年超  
（２）期限一括償還  
（３）配当可能利益に応じた金利設定  

-業績連動型が原則  
-債務者が厳しい状況にある期間は、これに応じて金利負担が抑えられるような

仕組みが講じられていること  
（４）法的破綻時の劣後性の確保  
（又は少なくとも法的破綻に至るまでの間において、他の債権に先んじて回収されない

仕組みが備わっていること）  
（５）貸出主が金融機関（政府系含む）であること又は以下の制度による借入であるこ   
   と 

 



 
 
 
 
 
 
 



・資本性借入金の取扱い方法について 
「資本性借入金」の額は、経営状況分析の申請に当たって、平成20年国土交通省告示第

85号「建設業法第27条の23第３項の経営事項審査の項目及び基準を定める件」（以下「告
示」という。）第一の二の２に規定する「基準決算における流動負債と固定負債の合計の
額」に含まれる負債合計額から控除するとともに、告示第一の二の５及び６に規定する
「基準決算における自己資本の額」に加算することができる。  

この場合、当該経営状況分析の結果を受けた経営規模等評価の申請に当たっては、当該
資本性借入金の額は告示第一の一の２における「審査基準日（経営事項審査の申請をする
日の直前の事業年度の終了の日。以下同じ。）の決算（以下「基準決算」という。）にお
ける自己資本の額」又は「基準決算及び基準決算の前期決算における自己資本の額」に加
算することとする。 

 
【イメージ】 

 
 
【審査項目】 
 以下の審査項目において、資本性借入金のうち自己資本と認められる金額は「負債」 
 から控除し、「自己資本」に追加する。 
 ・負債回転期間（負債から控除） 
 ・自己資本対固定資産比率（自己資本に加算） 
 ・自己資本比率（自己資本査加算） 
 ・X₂₁自己資本（自己資本に加算） 
 
 
 
 
 



３．申請方法及び提出書類について 

  ・申請方法 
 ①公認会計士等から指定様式において資本性借入金に該当する借入金であること等の

証明をうける。 
  ②経営状況分析申請において、余白に資本性借入金のうち自己資本と認められる金額

を記載した経営状況分析申請書等とともに、証明書の写し・契約書の写し等を登録
経営状況分析機関に提出する。 

  ③経営規模等評価申請書の自己資本額において、資本性借入金のうち自己資本と認め
られる金額を加算した自己資本額を記載し、証明書の写し等を添付して審査行政庁
に申請。（記載方法は別紙をご覧ください。）  

・提出書類について 
  「令和７年４月版経営事項審査の手引き」P14から18-2に加え、以下の証明書が必要

になります。 
   「資本性借入金」該当証明書 
 

※経営状況分析申請の申請方法及び提出書類については登録経営状況分析機関にお問
い合わせください。 

 

 

証明書の様式は経審様式ダウンロードから
ダウンロードしてください。

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toshi-
somu/dl-page-keishin.html 

 

・証明をする者の在籍先（社内・社外）は 
問いませんが、各士業における規律・規範
に従って御判断いただきますようお願いい
たします。 

・押印不要・記名可とします。 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toshi-


＜１．基準決算で申請された場合＞
経営状況分析結果通知書記載の自己資本額(項番7112)
と一致、かつ
基準決算の貸借対照表における純資産の部の額と
証明書における当期決算日の欄に記載されている額
の合計額と一致する

＜２．２期平均で申請された場合＞
基準決算については左記のとおり、
直前の審査基準日については証明書における
前期決算日の欄に記載されている額と、基準決算の
直前の審査基準日の貸借対照表における純資産の部の
額の合計額と一致する



様式第二十五号の十（第十九条の五関係）

登録経営状況分析機関

      年  月  日

殿 登録経営状況分析機関代表者 印

あります。
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項番17についての説明を参照してください項番17を確認


